
◎ 光警報装置の基準等を検討するた
め、平成２４～２５年度にかけて、高齢
者や障がい者に適した火災警報装置
に関する検討部会を４回開催した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する検討部会 
‐ 検討状況について ‐ 

◎ 高齢者や障がい者に適した火災警
報装置の調査研究業務で２５のモデ
ル施設に光警報装置を設置し、効果
的な設置方法等についての調査・検
討を実施した。 

資料１－４ 



◎ モデル施設での光警報装置の設置・構成イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

光警報装置 

火事です 火事です 火事です 

自動火災報知設備 

非常警報設備 

○ 構成イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

○ 設置イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 

天井設置型 

壁設置型 



・モデル施設において、下記の順に避難訓練を
行い、それぞれの警報の有効性についてアン
ケート調査等を実施した。 

 ①音のみによる火災警報を用いた避難訓練
（実施回数：1回） 

 ②光警報のみによる火災警報を用いた避難
訓練（実施回数：2回） 

 ③音と光警報の併用による避難訓練（実施
回数：1回） 

・効果検証における避難訓練は、聴覚障がい者
（71名）及びモデル施設職員（90名）を対象に
実施した。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 従来方式の音のみによる警報方式の場合、
聴覚障がい者においては、はっきりと認知でき
たと回答したものは1割に満たない。一方、音と
光警報の併用による警報方式とした場合は、聴
覚障がい者においては７割弱の人がはっきりと
認知でき、光警報装置が効果的であることが
実証された。 

高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する検討部会 
‐ 検討状況について ‐ 

●アンケートについては五段階評価にて回答  
  はっきりと認知できた どちらともいえない 全く認知できなかった 
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◎ 光警報装置による火災認知及び避難による効果検証 

 



◎ 今後の課題 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

高齢者や障がい者に適した火災警報装置に関する検討部会 
‐ 検討状況について ‐ 

設置対象施設 
 光警報装置の設置基準案では、「自動火災報知設備が設置され
たものに設置することが望ましい」とされていたが、検討結果を踏ま
え、優先的に設置すべき用途や規模について検討を行うことが必要
である。（自動火災報知設備の設置対象施設数は約55万。） 
 

 

 

設置場所 
 設置対象施設において、聴覚障がい者が使用する可能性のある
部分に光警報装置を設置することが望ましいが、介助者の有無等の
周辺環境を考慮することが必要である。また、柱等の死角部分まで
有効に警戒すると、設置個数が増大するため、施設のレイアウトを
考慮した効果的な設置方法について検討を行う必要がある。 
 

発光色 
 モデル施設で用いた白色光のものよりも、赤色光の方が緊急性
が伝わり易いとの意見があり、発光色について検討する必要がある。
その際、赤色光では光の到達距離が短いため、機器の設置個数が
増加することについても考慮が必要である。 

光警報装置以外の警報装置の検討 

設置費用 
 既存施設に光警報装置を設置する場合、既設の配線とは別に、新
たな配線ルートの確保等が必要となり、工事費が増加する傾向にある
ことから、普及を促進するため、機器の性能向上等により関係者の負
担を軽減する方策についても、検討を行う必要がある。 

検討部会において引き続き検討 

 ホテルの寝室等においては、振動等による警報の方が有
効であるため、光警報装置の代替又は付加措置として、光
警報装置以外の警報装置の設置についても検討を行う必
要がある。 

今後の普及方法 
 光警報装置を効果的に普及するため、その方策（法制
化による方法や、ガイドラインにより任意の設置を促す方
法）について検討を行う必要がある。 
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